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注1 監理技術者又は主任技術者の専任を要しない工事とは、請負金額が3,500万円（建築一式工事は

7,000万円）未満の工事

注2 監理技術者又は主任技術者の専任を要する工事とは、請負金額が3,500万円（建築一式工事は

7,000万円）以上の工事

注3 営業所の専任技術者、経営業務の管理責任者が兼務できるのは、工事現場の職務に従事しながら

実質的に営業所の職務にも従事しうる程度に工事現場と営業所が近接し、当該営業所との間で常時連

絡をとれる体制にある場合です。

注4 現場代理人は市内通常工事は3件まで、市内災害復旧工事は5件まで兼務することが可能です。

注5 同一現場等、特別な場合（密接な関係にある工事、施工に当たり相互に調整を要する工事で工事

現場間が10㎞以内）にのみ主任技術者等を兼務することが可能です。専任が必要な工事を含む場合は

原則2件までとする。

※1 専任を要する同一請負契約で現場代理人と主任技術者等を兼任した場合には、特別な場合を除き

他工事の現場代理人及び技術者等を兼務することはできません。

※2 密接な関係のある工事の例

○工事の対象となる工作物に一体性または連続性が認められる工事

・連続する河川における同種・類似工事

・県道に取り付く市道工事

・道路工事に伴う水道管支障移転工事

○施工に当たり相互に調整を要する工事

・工事間で土砂等を流用する工事

・工事用道路を共用する工事

・通行規制の調整を要する工事

・資材を一括調達し、相互に工程調整を要する工事

※3 専任で設置すべき期間は契約工期が基本だが、現場着手前の期間、一時中止期間、工事完成後の

期間については、発注者と施工者の間で設計図書若しくは打合せ記録等の書面により明確になってい

れば専任を要しません。（監理技術者制度運用マニュアル三(2)）

※4 専任の監理技術者については兼任を認めないが、①契約工期が重複し、②それぞれの工事の工

作物等に一体性が認められるもので、③後追いの工事が随意契約によるものは兼任が可能です。
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